
はじめに 

  校則とは、学校が教育目標を達成するために、必要かつ合理的範囲において校長が制定するもの（文

部科学省：生徒指導提要）であり、各中学校は長きにわたりそれぞれの校則を継承してきました。 

  しかし、時代の変化に伴い社会からの要請や価値観が変化してきたことから、本市では市内各中学

校にて校則を見直すことが妥当と判断しました。そこで、令和３年度に北九州市立中学校長会校則検

討委員会を発足させ、「校則見直しの視点（北九州市立中学校長会）」を作成しました。 

 

本校では、「見直しの視点（北九州市立中学校長会）」を基に、生徒の声に耳を傾け、生徒と教職員

が協同して見直しに取り組んできました。また、見直した校則は PTA 役員会や理事会、学校運営協

議会等を通じて保護者や地域の皆様にお示しして参りました。 

  そこで、このたび本校の校則を広く保護者や地域の皆様にお知らせし、コミュニティースクールと

しての学校教育にご協力いただくとともに、地域ぐるみで心身ともに健全な生徒の育成を目指して参

りたいとの思いから、学校ホームページへ掲載することとしました。 

  なお、本校校則は今後も適宜見直しを行い、必要に応じて改定してまいります。その際は、ホーム

ページにてお知らせいたします。 

 

校則の見直しの視点（北九州市立中学校長会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「校則の見直し」を行う際の「見直しの視点」について 

令和３年９月２４日 
北九州市立中学校長会 

 
１．校則の定義等について 

「校則」とは，「学校が教育目標を達成するために，必要かつ合理的範囲内において定められ
たものであり，生徒が健全な学校生活を営み，よりよく成長していくための行動指針として各学
校で定めているもの」とされている。 
文部科学省発行「生徒指導提要」では，校則の見直しは校長の権限と明示されている。現在，
北九州市では，各学校において，校則を定めている。 

 
２．北九州市立中学校長会指導部を中心とした校則検討委員会について 
 （１）検討に至る経緯について 

本市は令和２年度に，近年の気温上昇による暑さ対策や，学校の国際化，性的マイノリテ
ィの生徒への対応などを背景として，生徒誰もが快適に学校生活を送ることができるよう北
九州市スタンダード型標準服を導入した。しかし，３Ｒ等の観点等から，各学校の従来型の
標準服（詰め襟，セーラー服等）との選択制をとっている。 
このような中，校則については，『ブラック校則』が話題となり，従前からの校則や生活

点検等の方法について，マスコミから，大きく取り上げられている。こういった中，校則に
対して興味・関心が高まる一方で，世間一般の方々から，誤解や不信をもたれる状況も生ま
れており，各学校において，昨年度より「校則の見直し」について取り組んでいる状況であ
る。また，本件について，北九州市議会や，各種団体，個人から北九州市教育委員会に対し
て意見が出されている現状がある。 
そこで，北九州市立中学校長会が主体となり，本件についての検討委員会を立ち上げ，「校

則の見直し」を行う際の「見直しの視点」を作成し，提案することとした。 
校長会の担当部は「指導部」が中心となり，適宜，本市教育委員会生徒指導・教育相談課

と連携しながら見直しを進めることとする。 
    なお，各校において見直しを進めるにあたっては，「子どもの権利条約」をはじめとする

人権問題（LGBTｑを含む）に十分に配慮するとともに，学習指導要領や生徒指導提要等を踏
まえ，生徒が主体的に考える機会を設け，保護者や地域の意見に広く耳を傾けることが重要
である。 
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（２）検討委員会で予定している「校則の見直し」の在り方 
〇 「校則の見直し」にあたっては，まず，各学校における校則や生活点検方法の現状につい 
て調査を行う。 
〇 短期的には，現在，「校則の見直し」に取り組んでいる学校は引き続き行う。また，生活
点検の在り方については，できるだけ迅速且つ十分に検討する。 
〇 長期的には，令和３年度，各学校において，校則の見直し・改定に向けて校内校則検討委
員会等を発足させ，令和５年度からの運用を目指す。 
なお，校内校則検討委員会等は，既存の生徒指導委員会や企画・運営委員会等の組織を活

用して行うことを推奨する。 
 

３．各学校における「校則の見直し」に関する基本的な考え方について 
（１）過去の校則の役割 
 ○ 「学校の荒れ」を経験した時代に，細かい規定を定め，規則を守らせることで学校の安定 

を目指してきた。 
  ○ 学校の秩序を維持し，生徒の健全育成を目指してきた。 
 （２）学校が抱える課題の変化（昭和～平成～令和へ社会が変化） 
○ 「荒れ」から「不登校」，「いじめ」などへ変化。 

  ○ 発達特性がある生徒への対応へ変化。 
  ○ 国籍，性などの多様性への対応へ変化。 
（３）これからの校則に求められるもの 
○ 校則を通して，自律した規範意識の育成を目指す。 

  ○ 校則を通して，学校の自治的活動を育む。 
  ○ 校則を通して，学校と生徒・保護者との信頼関係を高める。 
 
４．各学校における「校則の見直し」の検討にあたっての留意点について 
（１） 学校と生徒・保護者との信頼関係を土台とする。 

生徒・保護者が校則の意義について納得できることが大切である。同様に指導する教員も
校則の意義を理解するとともに，生徒や保護者に対して，合理的な説明ができることが肝要
である。ただ，守らせるためだけの指導にならないようにする必要がある。 

（２）公開性を保つ 
教職員だけでなく，生徒及び保護者等が校則の見直しに，様々な方法で参画し，内規とし

て閉ざされた校則ではなく，学校・地域・保護者に開かれた校則とする。 
（３）柔軟性をもち，人権感覚を大事にする。 

社会の変化に，校則が柔軟に対応できる仕組みを構築し，説得力のある校則を目指す。ま
た，世の中の人権感覚と乖離しない校則とする。 

（４）通知を踏まえる。 
〇 平成３年４月１０日３初中第三七号 文部省初等中等教育局中学校課長通知校則見直し
状況等の調査結果について 
① 校則内容の見直しは，継続して取り組むことが大切である。 
② 思い切った見直しが必要である。 
③ 生徒会や学級活動等と連携し，生徒が主体的に考えるよう指導することが大切である。 

 〇 令和３年３月１９日北九教指二第２７２号 北九州市教育委員会指導第二課長通知学校
における校則の見直しについて 

  ① 「校則の見直し」にあたっては，児童生徒の実情，保護者の考え方，地域の状況，社会
の常識，時代の進展などを踏まえ,積極的に見直すこと。 

  ② 見直しの際は，児童会，生徒会，学級会などの場を通じて，児童生徒が主体的に考える
機会を設けたり，保護者へのアンケートを実施し，意見を聴取したりするなど，児童生徒
や保護者などが参加できるように工夫すること。 

  ③ 本人が自認する性別の標準服を認めるなど，個に応じた適切な対応を行うこと。また，
人権の視点をもち，標記の仕方に配慮すること。 

（５）組織として対応する。 
校内校則検討委員会等を設置するとともに，生徒，保護者（ＰＴＡ），地域の意見集約に 

努め，検討の材料とする。 
 
５．「校則の見直し」についてのスケジュール（案） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の校則（令和４年９月１日現在） 

令和４年度 生活の心得 

 

 

 

 

 

【髪型、服装、持ち物、登下校時の注意などについて】 

 ⑴ 髪型 など 

  ① 自然な髪型にし、整髪料は使いません。特異な髪型にはしません。 

  ② 髪が長くなって肩にかかる場合は、黒・紺・茶のゴムで自然の状態で結びます。 

  ③ 髪を留める道具（ピンやカッチン留めなど）を使う場合は、できる限り目立たない小さなもの

を使い、色は黒・紺・茶・銀色のものを使用します。 

  ④ まゆ毛を剃ったり、まゆ毛を染めたりしません。 

  ⑤ 化粧や装飾はしません。 

 ⑵ 持ち物や登下校時の注意 など 

  ① あいさつを積極的にしましょう。 

  ② 学校生活に不要なものは校内に持ち込みません。 

  ③ 机の中に、教科書等を置いて帰りません。 

  ④ 腕時計は必要な場合は着用しても構いませんが、自己責任で管理します。（盗難、破損、故障

等の対応はいたしません。） 

  ⑤ 思永中学校オリジナルタイプのメインバッグを使用して登校します。サブバッグのみで登校し

ません。（行事により、学校や学年で統一してサブバッグ登校を許可する場合があります。） 

５．「校則の見直し」についてのスケジュール（案） 

【現況】※北九州市立中学校長会指導部が中心 
・校則と生活点検方法についての実態調査 

 ・現行の校則の収集 

 
【令和３年度】 
・５月  校長会長会にて，経緯説明（会長・指導部長より） 

 ・６月  校長会校則検討委員会発足（校長会指導部を中心に） 
 ・６月  各区の校長会より意見を聴取する 
 ・７月  各区の意見集約 
      検討委員会で「校則見直しの視点」検討 

「校則の見直しの視点」（案）作成後，弁護士等交え意見交換 
「校則の見直しの視点」（案）作成 

・９月  検討委より各学校長へ「校則の見直しの視点」（案）提示 
→各学校へ周知（説明会実施） 

 ・１０月～３月 「校則の見直しの視点」を踏まえ，各学校で校則見直しに取り組む 
        必要に応じて，校長会校則検討委員会開催 
        校長会検討委が学校の意見のとりまとめ，情報共有等 
        校長会検討委が各学校の取組の集約  

各学校で，改正された校則の周知 
【令和４年度】 
  ・各校による校則の見直し及び改正された校則の運用 
  ・「校則の見直し」の進捗状況の確認 等 
【令和５年度】 
  ・改正された校則の運用開始 
 

 この「生活の心得」は、思永中学校にこれまで在籍していた先生や生徒のみなさんが話し合って、「中学

校卒業時の高校入試や面接を受ける際など、進路選択の場面で、中学生として、相手にとって失礼のない

服装や髪型とはどのようなものか。」を中心に考えて決められてきたものです。よく読んで、中学生らしい

髪型や服装などについて理解を深め、きまりやマナーを守って生活しましょう。 



  ⑥ メインバッグ、サブバッグ、上靴袋などに落書きをしたり、シールを貼ったり、改造したりし

ません。 

  ⑦ 水筒（中身はお茶または水）は積極的に持参しましょう。なお、体育行事練習期間中など（別

途連絡します）は中身にスポーツドリンクを入れてもよい期間があります。 

  ⑧ バッグにアクセサリー（マスコットやお守りなど）を付ける場合は、自分の確認用として１つ

にとどめます。必要以上に付けたり、大きなものや華美なものは付けません。 

  ⑨ 登下校は安全に注意して行うとともに、登下校中の買い食いや校区内の住民に迷惑のかかる行

為をしません。 

  ⑩ 自転車通学、バス通学は原則禁止です。歩いて登校します。（ただし、西港地区、旧北小倉小

学校区、高見台、日明五丁目に居住する生徒については許可される場合があります。担任等にご

相談ください。） 

 ⑶ 服 装 

Ａ 共通のものについて 

    ａ ポロシャツ 

     ① 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。ただし、半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）

を着用します。 

     ② ポロシャツのボタンは留めて着用します。（第１ボタンのみ開けてもよい）。 

    ｂ 名 札 

     ① 最も表に着ている上着の左胸ポケットの位置に正しく付けます。 

     ② 名札については各自で管理します。また、シール等で装飾しません。 

    ｃ ベルト 

     ① 色は黒・紺・茶とし、派手でないものを着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプの標準服でセーラー型を着用する場合は、付属のベルトを

着用します。 

    ｄ 靴 下 

     ① 白・黒・紺以外は着用しません。 

     ② 全面に柄があるものは着用しません。 

    ｅ 上 靴 

     ① 各学年で色の異なる、学校指定の上靴を着用します。 

       令和４年度は、第一学年：青、第二学年：緑、第三学年：赤 です。 

     ② 上靴には必ず記名をします。 

    ｆ 下 靴 

     ① 運動に適さない靴（革靴・ブーツ）は着用しません。 

     ② 競技用シューズ（ポイント・ピン等があるもの）は着用しません。 

    ｇ 防寒具 

     ① 防寒具は指定された期間（原則として 12月～３月で、別途連絡します）で、登下校時

のみ着用し、教室内では着用しません。 

     ② 防寒具は、手袋、マフラー、ネックウォーマーなどとし、帽子、耳あては着用しません。 

    ｈ 防寒着 

     ① 防寒着は指定された期間（原則として 12月～３月で、別途連絡します）で着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプの標準服でセーラー型を着用する場合は、黒・紺の無地の

カーディガンを着用することができます。 

     ③ カーディガンはＶネック型のボタン付きのもので、ボタンを留めて着用します。 

     ④ 北九州スタンダードタイプの標準服を着用する場合は、ブレザーの下に黒・紺の無地の

セーターまたはベストを着用することができます。 

     ⑤ セーターまたはベストは、Ｖネック型、丸ネック型ともに可で、色は黒・紺の無地のも

のとし、ブレザーのボタンは留めて着用します。 

     ⑥ タイツ・レギンスは、色は黒・紺・肌色の無地のものとし、タイツの場合は靴下をはか

ずに着用することができます。体育の授業では、タイツ・レギンスを脱ぎ靴下を着用し

ます。 

 



 Ｂ 思永中学校オリジナルタイプの標準服を着用する場合  

   【冬 季】 

    ａ ズボン・詰め襟型を着用する場合 

     ① 思永中学校オリジナルタイプの標準服を着用します。 

     ② 上着には、必ずカラーをつけます。〔カラーイン（カラー縫い込み）タイプ可〕 

     ③ 上着を脱ぐ場合は、思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購

入可）か、白のポロシャツ（市販品可。ただし、半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタン

ダウン不可）、または、体操服を着用します。 

     ④ 中着については下記、※印 ｅ を参照のこと。 

    ｂ セーラー型を着用する場合 

     ① 思永中学校オリジナルタイプのセーラー服を着用します。 

     ② スカートの長さは、膝（ひざ）立ちして、裾（すそ）が床につく程度にします。 

     ③ 中着については下記、※印 ｅ を参照のこと。 

   【夏 季】 

    ｃ ズボン型を着用する場合 

     ① 思永中学校オリジナルタイプの標準服を着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。ただし、半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）

を着用します。 

     ③ ポロシャツの中着については下記、※印 ｅ を参照のこと。 

    ｄ ジャンパースカート型を着用する場合 

     ① 思永中学校オリジナルタイプのジャンパースカートを着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または白の

ポロシャツ（市販品可。ただし、半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）を

着用します。 

     ③ ポロシャツの中着については下記、※印 ｅ を参照のこと。 

  ※ ｅ 中着について 

      中着を着用する場合は、以下の各項を守ります。 

     ① 冬季に着用する場合は、華美でないトレーナーかセーター、体操服などが見えないよう

に着用します。 

     ② 夏季に着用する場合は、無彩色（白・黒・さまざまな濃度の灰）以外は着用しません。

全面に柄があるものは着用しません。 

     ③ セーラー型の標準服を着用する場合は、襟元が見えるアンダーシャツを着用してもよい

が、色については、白・黒・紺の無地のものを着用します。 

 

 Ｃ 北九州スタンダードタイプの標準服を着用する場合  

   【冬 季】 

    ａ スラックス型を着用する場合 

     ① 北九州スタンダードタイプの標準服（紺色、上ブレザー、下スラックス）を着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）を着用し

ます。 

     ③ 上着を脱ぐ場合は、思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購

入可）、または白のポロシャツ（市販品可。半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウ

ン不可）を着用します。 

     ④ ポロシャツの中着については、※印 ｅ 「中着について」を参照します。 

    ｂ スカート型を着用する場合 

     ① 北九州スタンダードタイプの標準服（紺色、上ブレザー、下スカート）を着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）を着用し

ます。 



     ③ スカートの長さは、膝（ひざ）立ちして、裾（すそ）が床につく程度にします。 

     ④ ポロシャツの中着については、※印 ｅ 「中着について」を参照のこと。 

   【夏 季】 

    ｃ スラックス型を着用する場合 

     ① 北九州スタンダードタイプの標準服（下、紺色、スラックス）を着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）を着用し

ます。 

     ③ ポロシャツの中着については、※印 ｅ 「中着について」を参照のこと。 

    ｄ スカート型を着用する場合 

     ① 北九州スタンダードタイプの標準服（下、紺色チェック柄、スカート）を着用します。 

     ② 思永中学校オリジナルタイプのポロシャツ（半袖、長袖、売店で購入可）、または、白

のポロシャツ（市販品可。半袖、長袖、左胸ポケット付き、ボタンダウン不可）を着用し

ます。 

     ③ ポロシャツの中着については、※印 ｅ 「中着について」を参照のこと。 

 ※ ｅ 中着について 

     中着を着用する場合は、無彩色（白・黒・さまざまな濃度の灰）以外は着用しません。全面

に柄があるものは着用しません。 

 

 

 本校の「生活の心得」は、現在、本年度の見直しを行っています。 

準備ができ次第、掲載して参りますので、しばらくお待ちください。 


